
原発賠償京都訴訟
大阪高裁前での取り組み

～結審に向けて～

原発賠償京都訴訟原告団

原発賠償京都訴訟弁護団

原発賠償訴訟・京都原告団を支援する会
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国と東電に損害賠償を求めて提訴
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◆第１次提訴 2013年９月17日 33世帯91名

◆第２次提訴 2014年３月７日 20世帯53名

◆第３次提訴 2015年７月７日 11世帯31名

57世帯174名の原告で京都地裁を闘いま

した。原告のほとんどが区域外避難者

で構成されているのが特徴です。



原発賠償京都訴訟の目的と展望
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私たちは、原発賠償訴訟を通じて、

① 原発事故を引き起こした東京電力と国の加害責任を明らかにする。

② 少なくとも法定被ばく限度（年間１ミリシーベルト）を超える放射能汚染

地域の住民について「避難の権利」を認めさせる。

③ 原発事故によって元の生活を奪われたことに伴う損害を東京電力と

国に賠償させる。

ことをめざしています。

さらに、各地で闘われている原発賠償訴訟での勝利判決をテコに、子ど

もはもちろん、原発事故被災者全員に対する放射能健診、医療保障、住

宅提供、雇用対策などの恒久対策を国と東京電力に実施させたいと考え

ています。



２０１８．３．１５ 判決
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｢京都訴訟判決｣ 一部勝訴！
三度 国の責任を認める！自主避難の相当性も認定！



京都地裁判決の評価

①原発事故の引き金となった原発敷地を超えるような

巨大津波が起きることは予見できたこと

②津波対策をとっていれば今回のような事故は回避で

きたこと
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これらを認めて 東電と国の責任も認めた

③自主的避難等対象区域のほか

会津地方

茨城県

栃木県

千葉県

避難の相当性を広く認定

※ただし、宮城県など

相当性を否認された原告もいます



京都地裁判決の評価(問題点）

①ＬＮＴ（直線しきい値なし）モデルは科学的に実証され

たものとは言えないとし、年間１ミリシーベルトを避難の

基準とすることはできないとしたこと

②２０１２年４月１日までに避難したものに限定して相当

性を認めたこと

③賠償期間を避難開始から２年間に限定したこと

④賠償額があまりに低いことなど
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２０１８．１２．１４～ 控訴審開始
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2018年12月14日から2023年12月12日までの間に
２0回の期日が開かれました。
昨年12月の期日では、原告４名の本人尋問が行われ
ました。

大阪高裁事前集会・パレード



2022年6月17日 最高裁不当判決
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最高裁判決で国の責任を否定

（生業訴訟、群馬訴訟、千葉訴訟、愛媛訴訟）

６．１７以降、この最高裁判決に続く、国の責任を否定する高裁
判決が相次いでいる。

いわき訴訟（2023年3月）

愛知訴訟（2023年11月）

千葉第２陣訴訟（2023年12月）

東京訴訟（2023年12月）

山形訴訟（2024年1月）

神奈川訴訟（2024年1月）

国の施策によって建設されて

きた原発が起こした事故につ

いて、国の監督責任を免罪す

ることはない！



最高裁の判決を受けて第2次署名を開始
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3月から開始した第2次署名を大阪高裁へ提出

個人署名 ６，９３２筆

団体署名 １８０団体
(2023年12月12日）

この署名は結審まで続けますので、引き続きご協力ください



大阪高裁期日・高裁前での取り組み
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・期日当日は事前集会、パレードを実施

・毎月2回の大阪高裁前アピール行動を実施中！

楽しく元気にアピールをします！

一緒に参加しましょう！

2月6日、20日 ／ 3月12日、26日

時間：16:30～18:00
場所：大阪高裁東門周辺

替え歌

あり！
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コール
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替え歌
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♬いつでも夢を（届けようこの声を）

ドレミの歌、幸せなら手をたたこう

バラが咲いた、青春時代など

♬「男はつらいよ」のメロディで

忖度判決 納得できぬ

わかって下さい 裁判長

いつかみんなが 喜ぶような

公正判決 聞きたくて

奮励努力をするんだと 今日も

みんなで

大阪高裁の 前に立つ 前に立つ



第21回期日⇒ ３月１日(金)14時30分開廷

結審期日 ⇒ ５月２２日(水) 14時開廷

いよいよラストスパートです！
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事前集会、パレードの参加

傍聴の応援をお願いします!

３／１は風船パレードだよ

―あなたの参加が裁判を動かし、国を動かします!―
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